
 
 

２ 自殺予防対策に係る効果的施策の推進 

調査の結果 説明図表番号 

【制度の概要等】 

（国における推進体制） 

 自殺予防対策に係る国における推進体制について、大綱において、大綱に基

づく施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣府に設置された自殺総合対

策会議を中心として、内閣官房長官（自殺対策を担当する内閣府特命担当大臣

が置かれている場合には当該内閣府特命担当大臣。）のリーダーシップの下に関

係行政機関相互の緊密な連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整

を図ることとされている。 

 また、大綱において、自殺総合対策会議の事務局が置かれている内閣府は、

関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、関係者による協議の場を通じ、

地方公共団体や自殺防止等に関する活動を行っている民間団体とも連携しつつ

総合的な自殺対策を実施していくこととされている。 

（施策の効果の評価等の実施） 

 自殺予防対策に係る施策の評価等については、大綱において、自殺総合対策

会議により、大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を把握し、その

効果等を評価するとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努めること

とされている。 

 また、「いのちを守る自殺対策緊急プラン」（平成 22 年２月５日自殺総合対策

会議決定）において、内閣府は、民間団体等との連携を図りつつ、政府一体と

なって、関係する他分野施策と連動して自殺対策をより一層総合的に推進する

ため、情報収集、科学的分析・検証、発信等の機能を強化することとされてい

る。 

一方、地方公共団体の中には、次のとおり、大綱策定以前から自殺予防対策

に係る施策の効果の評価等に取り組んでいる例もある。 

秋田県では、平成 13 年度から、モデル事業として県内の一部の地域の高齢者

を対象にうつ病のスクリーニングを行い、うつ病の可能性のある高齢者への個

別訪問、健康教育等を実施した結果、これらの地域における高齢者の自殺者数

が減少するという効果が認められたことから、17 年度以降、当該県内の全市町

村において同事業を実施している。同県の自殺者数は、平成 13 年の 438 人から

22 年の 358 人（13 年比 81.7％）と減少しており、特に、60 歳代の高齢者につ

いては、13 年の 88 人から 22 年の 54 人（同 61.4％）と減少している。 

なお、この取組などを受けて、うつ病のスクリーニングの実施については、

大綱における重点施策の一つとして位置付けられている。 

 

【調査結果】 

 今回、関係府省並びに 18 都道府県、６政令指定都市及び 16 市区町村（計 40

地方公共団体）における自殺予防対策に係る施策の効果の評価等の実施状況等
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を調査した結果、以下のような状況がみられた。 

ア 各府省における自殺予防対策に係る効果の評価等の実施状況 

(ｱ)  内閣府における評価等の実施状況 

大綱においては、自殺総合対策会議により、大綱に基づく施策の実施状

況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価するとともに、これを

踏まえた施策の見直しと改善に努めるとされている。しかし、国における

自殺対策の推進を所掌している内閣府では、自殺総合対策会議の下に設置

された自殺対策推進会議において、大綱に基づく各施策の実施状況の把握、

構成員である民間有識者等からの意見聴取等を行っているにすぎず、大綱

に基づく各施策の効果の評価等や各府省の施策についての評価結果に基づ

く大綱の施策全体についての総合的な評価等が不十分となっている。 

(ｲ)  各府省における評価等の実施状況 

「平成 23 年版自殺対策白書」（平成 23 年６月 10 日閣議決定）等による

と、平成 22 年度における自殺予防対策に関係する施策数は、自殺予防対策

に関係する施策の予算額として計上されている７府省55施策及び同予算額

として計上されていない 11 府省 82 施策の合計 11 府省 137 施策（平成 22

年度予算額：約 140 億 5,800 万円）となっている。このうち、それぞれの

施策について、自殺予防対策としての効果の評価等を行っているとしてい

るものは１施策のみとなっている。 

また、施策の目的等において自殺予防が明記されていないものが 10 府省

の 68 施策（49.6％）みられ、これらの平成 22 年度予算額は約 112 億 2,500

万円（79.9％）となっている。 

 

  なお、調査した地方公共団体から、自殺予防対策に係る効果の評価等に関

する意見等を聴取したところ、①国による効果測定の実施を求めるもの（４

件）、②効果のある施策の教示を求めるもの（４件）、③効果測定の指標等を

求めるもの（23 件）など、国による自殺予防対策に係る効果の評価等の実施

を求める意見等がみられた。 

 

イ 内閣府における各種データや地方公共団体の取組事例の活用状況 

(ｱ)  各種データの活用状況 

内閣府では、警察庁及び厚生労働省から年齢別、職業別、原因・動機別

などの自殺者に関する詳細なデータの提供等を受けており、各種データの

集計、公表等を行っている。しかし、これら各種データの分析結果に基づ

く、年齢や職種など属性ごとの対策や自殺死亡率が高い者に対する個別の

対策の検討等は不十分となっている。 

例えば、厚生労働省が平成 23 年に取りまとめた「生活保護受給者の自殺

者調べ」の結果によれば、平成 22 年の生活保護受給者の自殺者数は 1,047

人、同年における自殺死亡率（被保護人員 10 万人当たりの自殺者数）は 55.7
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となっており、22 年における全国の自殺死亡率の 24.9（警察庁の資料によ

る。）の２倍以上となっているが、大綱においては、生活保護受給者を対象

とした自殺予防対策については明記されていない。 

なお、今回、自殺予防対策に特化した指針、取組方針等（以下「取組方

針等」という。）を策定している 12 都道府県、５政令指定都市及び１市（計

18 地方公共団体）のうち、これらの取組方針等において、生活保護受給者

を対象とした自殺予防対策に関する内容が盛り込まれているものは、５地

方公共団体（３都道府県及び２政令指定都市）（27.8％）となっている。 

(ｲ)  地方公共団体の取組事例の活用状況 

今回調査した地方公共団体の中には、自殺予防対策をより効果的に推進

する観点から、次のとおり、施策の効果の評価等を実施し、自殺の危険性

が高い者に対策を講ずるなど、先進的な取組を行っている例がみられた。

しかし、内閣府では、地方公共団体の取組事例について、都道府県及び政

令指定都市を中心に取組事例を把握し、「地域自殺対策緊急強化基金事例

集」などとして取りまとめているものの、市区町村への情報提供は不十分

となっており、市区町村における効果的な取組事例の把握及び市区町村へ

の情報提供を一層推進する必要があると考えられる。 

ⅰ）東京都足立区では、平成 20 年度から実施している自殺対策に係る相談

支援事業について、毎年度、総合評価及び施策ごとの評価を行い、その

評価結果に基づき、翌年度に取り組むべき施策の方向性を決定し、各施

策を実施している。 

これらの施策の見直しの結果、自殺の危険性が高い者の相談が多いハ

ローワーク会場での相談会を重点的に実施するなどの取組を行ってい

る。 

同区の自殺者数は、平成 21 年の 180 人から 23 年には 145 人（21 年比

80.6％）と減少している。 

ⅱ）宇都宮市では、平成 19 年に心の健康に関する意識調査を実施し、当該

調査結果に基づき、20 年度以降、心の健康に課題を抱える中高年男性を

対象としたうつスクリーニング事業（メンタルヘルスチェックシートの

配布、電話相談窓口の開設及び面接カウンセリングの実施）を実施して

いる。平成 22 年度は、対象者の家族も電話相談の対象とし、相談件数は、

21 年度の 12 件から 22 年度の 82 件と増加している。 

同市の自殺者数は、平成 19 年の 118 人から 22 年には 105 人（19 年比

89.0％）と減少している。 

ⅲ）札幌市では、平成 20 年に自殺に関する市民アンケートを実施するとと

もに、警察から自殺統計に関するデータの提供を受け、自殺の要因の分

析を実施している。 

分析結果に基づき、経済問題を抱える中年男性、精神疾患などの健康

問題を抱える女性等を対象とした取組を重点的に実施している。 
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同市の自殺者数は、平成 21 年の 484 人から 23 年には 449 人（19 年比

92.8％）と減少している。 

 

また、今回調査した９市町のうち、内閣府からの自殺予防対策に係る取

組事例等の情報が、内閣府のホームページに掲載されていることを承知し

ていないものが６市町（66.7％）みられた。 

なお、今回調査した地方公共団体から、内閣府からの自殺予防対策の取

組状況等に関する情報提供についての意見等を聴取したところ、内閣府か

ら提供される情報が業務の参考となっているとする意見等（８件）がある

一方、情報提供の方法や内容等を工夫してほしいとするもの（12 件）や、

市町村を中心に、それらの情報提供そのものを求める意見等（10 件）がみ

られた。 

 

【所見】 

したがって、内閣府は、自殺予防対策に係る効果的な施策を推進する観点か

ら、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 自殺予防対策に係る施策の効果の評価等の方法について、地方公共団体の

先進的な取組事例を参考にするなどして検討し、検討結果に基づき、各府省

の施策について自殺予防対策に係る効果の評価やこれに基づく施策の見直し

を推進するための方策を講ずること。 

また、各府省の施策についての評価結果に基づいて、大綱の施策全体につ

いての総合的な評価を行うこと。 

② 地方公共団体における先進的な取組事例について、市区町村も含めて幅広

く把握し、各府省及び地方公共団体に対し情報提供を行うこと。 

また、関係府省と連携を図り、各種データや地方公共団体の先進的な取組

事例を活用して、自殺の危険性が高い者についてはその特性に応じた対策を

立てること。 

③ 上記①、②の指摘については、大綱に盛り込んで推進すること。 
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表２－① 「自殺総合対策大綱」（平成 19年６月８日閣議決定、平成 20年 10月 31日一部改正） 

＜抜粋＞ 

第６ 推進体制等 

１．国における推進体制 

大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するため、自殺総合対策会議を中心として、内

閣官房長官（自殺対策を担当する内閣府特命担当大臣が置かれている場合には当該内閣府特命

担当大臣とする。以下同じ）のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な連携・協力を

図るとともに、施策相互間の十分な調整を図る。 

また、同会議の事務局が置かれている内閣府において、関係府省が行う対策を支援、促進す

るとともに、関係者による協議の場を通じ、地方公共団体や自殺防止等に関する活動を行って

いる民間団体とも連携しつつ総合的な自殺対策を実施していく。特異事案の発生等の通報体制

を整備するとともに、関係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応する。 

さらに、男女共同参画、高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者に関する施策など関連

する分野との連携にも留意しつつ、施策を推進する。 

 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

表２－② 「自殺総合対策大綱」（平成 19年６月８日閣議決定、平成 20年 10月 31日一部改正） 

＜抜粋＞ 

第６ 推進体制等 

３．施策の評価及び管理 

自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を把握し、そ

の効果等を評価するとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努める。 

このため、内閣官房長官の下に、本大綱に基づく施策の実施状況の評価及びこれを踏まえた

施策の見直し、改善等についての検討に民間有識者等の意見を反映させる仕組みを作り、総合

的な自殺対策の推進につなげる。 

 

（注）下線は当省が付した。 
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表２－③ 「いのちを守る自殺対策緊急プラン」（平成 22年２月５日自殺総合対策会議決定）＜抜粋＞ 

平成 21年における我が国の自殺者数は、前年を 504人上回る 3万 2,753人（平成 21年 12月末時点

暫定値）であり、平成 10年以降、12 年連続して年間の自殺者数が３万人を超える高い水準で推移する

大変憂慮すべき状況にあります。 

このような状況の中、昨年 11月、自殺対策を担当する内閣府政務三役と内閣府本府参与により構成

する「自殺対策緊急戦略チーム」において「自殺対策 100 日プラン」が取りまとめられ、その中で、

政府として取り組むべき「中期的な視点に立った施策」に関する提言がなされたところです。 

現下の自殺をめぐる厳しい情勢を踏まえ、様々な悩みや問題を抱えた人々に届く「当事者本位」の

施策の展開ができるよう、政府全体の意識を改革し、一丸となって自殺対策の緊急的な強化を図るた

め、「いのちを守る自殺対策緊急プラン」を以下のとおり定めます。 

 

８．推進体制を強化する 

○ 内閣府における総合対策センター機能の強化 

・ 民間団体等との連携を図りつつ、政府一体となって、関係する他分野施策と連動して自殺対

策をより一層総合的に推進するため、内閣府自殺対策推進室の体制を拡充して、情報収集、科

学的分析・検証、発信等の機能を強化します。【内閣府】 

 

（注）下線は当省が付した。 
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表２－④ 大綱策定以前からの地方公共団体における取組例 

取組の概要 

秋田県では、平成 13 年度から、大学医学部と連携し、「予防モデル市町村地域診断事業」を実施

している。このモデル事業は、平成 13 年度から 15 年度において、県内の６町をそれぞれモデル地

域として指定し、これらの町内の高齢者を対象としたうつ病スクリーニングを行うとともに、スク

リーニング結果に基づき、うつ病の可能性のある高齢者への個別訪問、健康教育等を実施した。 

その結果、これらの町内における高齢者の自殺者数が減少するという結果が得られたことから、

県では、平成 17年度以降、モデル事業を自殺予防対策の中で「地域診断事業」として県内全市町村

において実施することとし、同事業を行う市町村に対する補助を継続して実施している。 

同県では、モデル事業については、もともと高齢者のうつ病対策として開始した事業であるが、

事業の実施によって高齢者の自殺者数が減少したことから、高齢者率の高い同県においては少なか

らず自殺予防対策としての効果があると考えており、継続して実施している事業の効果（高齢者の

自殺者数の推移）についても、随時把握することとしている。 

 また、同県における自殺者数の推移をみると、下表のとおり、県全体では、平成 13年の 438人か

ら 22 年の 358 人（13 年比 81.7％）と減少しており、特に、60 歳代の高齢者については、13 年の

88人から 22年の 54 人（同 61.4％）と減少している。 

 

表 秋田県における年齢別自殺者数の推移（平成 13年～22年） 

                            （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）自殺者数は、厚生労働省「人口動態統計」に基づくもの。 

 

     年 
年代 

平成 

13年 
14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 

０～９歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10～19 歳 8 5 10 7 7 7 6 7 6 2 

20～29 歳 15 32 16 32 31 38 35 26 25 23 

30～39 歳 30 39 53 41 45 49 41 22 48 34 

40～49 歳 63 84 95 83 69 73 68 57 51 45 

50～59 歳 113 119 125 95 108 126 97 98 96 71 

60～69 歳 88 94 91 77 73 67 65 67 69 54 

70～79 歳 77 72 72 71 60 70 59 69 67 82 

80歳以上 44 49 57 46 54 52 49 64 54 47 

合計 438 494 519 452 447 482 420 410 416 358 

（注）当省の調査結果による。 
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表２－⑤ 「自殺総合対策大綱」（平成 19年６月８日閣議決定、平成 20年 10月 31日一部改正） 

＜抜粋＞ 

第４ 自殺を予防するための当面の重点施策 

５．適切な精神科医療を受けられるようにする 

うつ病等の自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、確実に精神科医療につなぐ取組に併せ

て、これらの人々が適切な精神科医療を受けられるよう精神科医療体制を充実する。 

 

（５）うつ病スクリーニングの実施 

保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住民健診、健康教育・健康相談の機会

を活用することにより、地域で、うつ病の懸念がある人の把握を進める。 

特に、高齢者については、介護予防事業の一環としての基本チェックリストの結果をうつ

病の１次スクリーニングとして活用するなどうつ病の懸念がある人を早期に発見し、適切な

相談等につなげるための体制を整備する。 

 

（注）下線は当省が付した。 
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内閣府 22 164,777 14 (63.6) 8 (36.4)

警察庁 7 0（注４） 0 (0.0) 7 (100.0)

金融庁 6 278,079 4 (66.7) 2 (33.3)

消費者庁 2 0（注４） 0 (0.0) 2 (100.0)

総務省 5 55,244 4 (80.0) 1 (20.0)

法務省 4 121,416 3 (75.0) 1 (25.0)

文部科学省 15 168,843 5 (33.3) 10 (66.7)

厚生労働省 60 6,418,278 21 (35.0) 39 (65.0)

農林水産省 3 0（注４） 0 (0.0) 3 (100.0)

経済産業省 10 6,850,996 4 (40.0) 6 (60.0)

国土交通省 3 0（注４） 0 (0.0) 3 (100.0)

合計 137 14,057,633

（割合） (100.0) (100.0)

表２－⑥ 自殺予防対策に関係する施策数及び予算額（平成22年度）

２ 「施策数及び予算額」欄は、「平成23年版自殺対策白書」において公表されている「自殺総合対策大綱における
施策の実施状況」及び「平成23年度自殺対策関係予算額（案）について」（平成23年１月内閣府自殺対策推進

         室）に掲記されている平成22年度の自殺予防対策に関係する施策に係る施策数及び予算額（当省の調査結果）
         である。

(40.1)

自殺予防対策に関係する
施策の予算額として
計上されているもの

自殺予防対策に関係する
施策の予算額として

計上されていないもの

（単位：施策、千円、％）

82

施策数及び予算額府省名

４ 「予算額」が「０円」と表記されているものは、当該施策の予算額が内数であるものを含む。

３ 「自殺予防対策に関係する施策の予算額として計上されていないもの」欄の施策数及び予算額は、①各府省が
実施する事業の予算額が０円である場合、②事業のうちの一部が自殺予防対策に関係する施策であり、当該施

          策のみの予算額を把握することができない場合（当該施策の予算額が内数であるもの）の施策数及び予算額で
         あり、これらの場合の額については、予算額の合計には計上していない。

 なお、「平成23年度自殺対策関係予算額（案）について」（平成23年１月内閣府自殺対策推進室）では、各府省
が実施する事業のうちの一部が自殺予防対策に関係する施策であり、当該施策のみの予算額を把握することが
できない場合の額については、予算額の合計には計上していない。

（注）１ 当省の調査結果による。

55

(59.9)
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表
２

－
⑦
 
施
策
の
効
果

の
評
価
等
を

行
っ

て
い

る
と
し
て
い
る
例
 

（
単

位
：

千
円

）
 

「
自

殺
総
合
対
策

大
綱

」
の
項
目

 
府
省

名
 

施
策

の
取
組
状

況
 

施
策

の
目

的
 

効
果

の
評
価
等
の
実

施
状
況

 
予
算

額
 

６
 

社
会

的
な

取

組
で

自
殺

を
防

ぐ
取

組
 

（
2）

多
重

債
務
の

相
談

窓
口

の
整

備
と

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

融
資

の
充

実
 

金
融

庁
 

平
成

22
年
度
「
多
重

債
務

者

相
談

強
化

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

2
0
10
」
に

お
い
て
、
都

道
府

県
、

当
該

都
道

府
県

の
弁

護
士

会
、

司
法

書
士

会
、

中
小

企
業

団
体

及
び

財
務

局
が

共
同

で
、

消
費

者
及

び
事

業
者

向
け

の
無

料
相

談
会

を
実
施
。
 

 
平

成
22

年
６

月
18

日
に

改
正

貸
金

業
法

が
完

全
施

行

さ
れ

た
一

方
で

、
同

法
の

完
全

施
行

に
伴

い
、

新
規

借
入

や
返

済
が

困
難

と
な

る
者

や
、

ヤ
ミ

金
の

利
用

者
が

増
加

す
る

こ
と

等
が

懸
念

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、
2
2
年

度
も

引
き

続
き

、
｢多

重
債

務
問

題
改

善
プ

ロ
グ

ラ
ム

｣に
基

づ

く
同

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
、

特
に

、
事

業
者

向
け

の
相

談
を

一
層

強
化

す
る

。
 

 
ま

た
、

必
要

に
応

じ
て

、
各

都
道

府
県

、
政

令
指

定
都

市
の

自
殺

対
策

担
当

部
署

と
の

連
携

体
制

の
よ

り
一

層

の
整

備
に

努
め

る
。

 

都
道

府
県
の
多
重
債

務
相
談
窓
口
に

お
い
て
、
①

相
談
者

に
自

殺
関
連
相
談
機

関
（
自
殺
対
策
窓

口
・
自
治
体
関
連
部

署
）
の
連
絡

先
を
紹
介
し
て

い
る
数
、
②
相
談

者
を
自
殺
関

連
相

談
機
関
（
自
殺

対
策
窓
口
・
自
治

体
関
連
部
署
）
に
引

き
継

い
で
い
る
数
を

調
査
し
、
問
題
点

や
今
後
に
つ
い

て
の

意
見

を
と
り
ま
と
め

た
。
そ
の
結
果
、
都
道
府

県
の
多
重
債

務
相

談
窓

口
と

自
殺

関
連

相
談

機
関

等
と

の
相

互
の

連
絡

先
の

紹
介

や
引

き
継

ぎ
は

進
ん

で
い

る
と

評
価

し
な

が
ら

も
、
さ
ら
に
、
ト

ー
タ
ル
的
に
住
民
を

支
援
で
き
る
よ

う
な

幅
広

い
「
横
の
連
携
」
体
制

づ
く
り
が

必
要
と
の
意
見

あ
り
。 

・
 
相
談
者
に
関

係
機
関
の
連
絡
先
を

紹
介
し
て
い
る

都
道

府
県

数
 

法
律

相
談
機
関
：
3
6 

自
殺

関
連
相
談

機
関
：
2
6 

福

祉
関

係
機
関
：

30
 

・
 
相
談
窓

口
に
お
い
て
、
相
談
者
を

関
係
機
関
等
に

引
き

継
い

で
い
る
都
道
府

県
数
 

法
律

相
談
機
関
：
2
9 

自
殺

関
連
相
談

機
関
：
2
0 

福

祉
関

係
機
関
：

18
 

（
注

）
東

日
本

大
震

災
の

影
響

に
よ

り
、

未
提

出
の

３
県

以
外

の
44

都
道
府
県
分
を
集
計
し
た
も
の
 

9
,
20
0 

（
注
）

 １
 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

２
 
「
施
策
の
取
組
状
況
」
欄
は
、「

平
成

23
年
版

自
殺
対
策
白
書
」
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
「
自
殺
総
合
対
策
大
綱
に
お
け
る
施
策
の
実
施
状
況
」
に
掲
記
さ
れ
て
い
る
平
成

2
2
年
度
の
自
殺
予
防
対
策

に
関
係
す
る
施
策
の
取
組
状
況
を
表
す
。
 

３
 
「
施
策
の
目
的
」
欄
は
、
施
策
に
関
す
る
実
施
要
綱
等
に
記
載
さ
れ
た
当
該
施
策
の
実
施
目
的
等
を
表
す
。
 

４
 
「
効
果
の
評
価
等
の
実
施
状
況
」
欄
は
、
各
府
省
に
お
け
る
施
策
に
関
す
る
調
査
に
基
づ
く
評
価
結
果
等
を
表
す
。
 

５
 
「
予
算
額
」
欄
は
、
平
成

2
2
年
度
に
お
け
る
当
該
施
策
に
係
る
当
初
予
算
額
を
表
す
。
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内閣府 22 164,777 1 (4.5) 19,819 (12.0)

警察庁 7 0（注５） 0 (0.0) 0 (0.0)

金融庁 6 278,079 4 (66.7) 278,079 (100.0)

消費者庁 2 0（注５） 2 (100.0) 0 (0.0)

総務省 5 55,244 3 (60.0) 55,244 (100.0)

法務省 4 121,416 3 (75.0) 121,416 (100.0)

文部科学省 15 168,843 12 (80.0) 166,471 (98.6)

厚生労働省 60 6,418,278 29 (48.3) 3,733,052 (58.2)

農林水産省 3 0（注５） 3 (100.0) 0 (0.0)

経済産業省 10 6,850,996 8 (80.0) 6,850,996 (100.0)

国土交通省 3 0（注５） 3 (100.0) 0 (0.0)

合計 137 14,057,633

（割合） (100.0) (100.0)

68

（単位：施策、千円、％）

５ 「予算額」が「０円」と表記されているものは、当該施策の予算額が内数であるものを含む。

４ 各府省が実施する事業のうちの一部が自殺予防対策に関係する施策であり、当該施策のみの予算額を把
  握することができない場合（当該施策の予算額が内数であるもの）の額については、予算額の合計には計上し

         ていない。
 なお、「平成23年度自殺対策関係予算額（案）について」（平成23年１月内閣府自殺対策推進室）では、

         各府省が実施する事業のうちの一部が自殺予防対策に関係する施策であり、当該施策のみの予算額を把握
         することができない場合の額については、予算額の合計には計上していない。

３ 「施策の目的等において自殺予防が明記されていない施策数及び予算額」欄は、①「平成23年版自殺対策
白書」において公表されている施策の実施状況、②施策に係る実施要綱、行政事業レビューシート等に記載
された当該施策の実施目的等に記載されている施策の実施状況や実施目的において、「自殺予防」等の文
言が記載されていないなど、自殺予防対策としての目的又は取組状況が明記されていない施策数及び予算
額を表す。

表２－⑧－ⅰ 施策の目的等において自殺予防が明記されていないものに係る施策数及び予算額（平成22年
度）

２ 「施策数及び予算額」欄は、「平成23年版自殺対策白書」において公表されている「自殺総合対策大綱にお
ける施策の実施状況」及び「平成23年度自殺対策関係予算額（案）について」（平成23年１月内閣府自殺対
策推進室）に掲記されている平成22年度の自殺予防対策に関係する施策に係る施策数及び予算額を表す。

11,225,077

(49.6) (79.9)

施策の目的等において自殺予防が明記されていない
ものに係る施策数及び予算額

施策数及び予算額府省名

（注）１ 当省の調査結果による。
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（単位：千円）

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（7）インター
ネット上の
自殺関連情
報対策の推
進

○青少年インターネット環境整備法の趣
旨及び内容を周知するため、広報資料の
配付等を通じて、啓発活動を実施。

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる
環境の整備等に関する法律（平成20年法律第79号）」に
基づき、青少年が安全に安心してインターネットを利用で
きる環境を整備していくため、国及び地方公共団体に、
家庭におけるフィルタリングの利用の普及施策や、青少
年におけるインターネットの適切な利用に関する事項に
ついて教育啓発活動を行うよう、都道府県等に依頼。

2,024

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（7）インター
ネット上の
自殺関連情
報対策の推
進

○青少年のインターネット利用環境実態
調査（平成22年９月）等の各種調査を実
施。

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる
環境の整備等に関する法律」において、18 歳未満の青
少年がインターネットへの接続に用いる携帯電話やパー
ソナルコンピュータ等について、民間事業者にフィルタリ
ングの提供などが義務付けられるとともに、保護者に対し
ては、その保護する青少年に適切にインターネットを利用
させる責務などが課せられることとなったため、平成21
年度に引き続き、青少年及びその保護者を対象として、
インターネットの利用状況、フィルタリングの認知及び普
及の状況並びにフィルタリングの改善ニーズ等を調査し、
青少年インターネット環境整備法の実施状況のフォロー
アップのための基礎データを得ることを目的として実施。

17,795

（施策数） 1 19,819
３ 早期対
応の中心
的役割を
果たす人
材を養成
する取組

（7）社会的
要因に関連
する相談員
の資質の向
上

○多重債務問題改善プログラムについ
て、各施策の進捗状況のフォローアップ
を実施（平成22年12月２日）。

｢多重債務問題改善プログラム｣の各施策については、
｢多重債務者対策本部において、少なくとも改正貸金業
法完全施行までの間、各年度において、各施策の進捗
状況のフォローアップを行い、本プログラムの着実な実施
を確保するとともに、必要な施策について検討する。｣とさ
れている。

0

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（2）多重債
務の相談窓
口の整備と
セーフティ
ネット融資
の充実

○「あなたは大丈夫？キャンペーン －貸
金業法が大きく変わります！－」におい
て、多重債務相談窓口の認知度向上の
ための取組みを実施（平成22年５月～）。

多重債務問題の解決を図ることを目的として、平成18
年に成立した改正貸金業法の完全施行の円滑な実施に
向け、「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」が取りま
とめた「借り手の目線に立った10の方策」の中には、「多
重債務者に対するカウンセリング・相談の更なる改善・強
化」や「改正貸金業法等の広報活動の充実」という観点
から、「多重債務相談の実施や改正貸金業法の周知を目
的とした「キャンペーン」を実際すること」が盛り込まれて
いることを踏まえ、実施。

9,200

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（2）多重債
務の相談窓
口の整備と
セーフティ
ネット融資
の充実

相談窓口整備事業

財務局等における相談体制等を整備す
るため、相談員を配置する。

「多重債務問題改善プログラム」において、財務局など
国の機関において、相談体制の強化、相談内容の充実
を図り、多重債務に陥った事情を丁寧に聴取し、考えられ
る解決法の選択肢（任意整理、特定調停、故人再生、自
己破産等）を検討・助言し、必要に応じて他の専門機関
（弁護士・司法書士・医療機関等）に照会・誘導するととも
に、当該相談窓口の周知に努めることとされている。

268,879

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（2）多重債
務の相談窓
口の整備と
セーフティ
ネット融資
の充実

多重債務者対策に関する広報経費

多重債務者が相談窓口にアクセスできる
ように、広報活動（ポスターの作成、配
布、夕刊紙等への広告記事掲載等）を行
う。

「あなたは大丈夫？キャンペーン －貸金業法が大きく
変わります！－」は、多重債務問題の解決を図ることを
目的として、平成18年に成立した改正貸金業法の完全施
行の円滑な実施に向け、「貸金業制度に関するプロジェ
クトチーム」が取りまとめた「借り手の目線に立った10の
方策」の中には、「多重債務者に対するカウンセリング・
相談の更なる改善・強化」や「改正貸金業法等の広報活
動の充実」という観点から、「多重債務相談の実施や改
正貸金業法の周知を目的とした「キャンペーン」を実際す
ること」が盛り込まれていることを踏まえ、実施。

9,200 6(2)
再掲

（施策数） 4 278,079
３ 早期対
応の中心
的役割を
果たす人
材を養成
する取組

（7）社会的
要因に関連
する相談員
の資質の向
上

○各都道府県に造成されている「地方消
費者行政活性化基金」を通じ、地方公共
団体が実施する取組への支援を実施。

消費生活相談の複雑化、高度化が進む中、都道府県
に設置する消費者行政活性化のための基金の造成に必
要な経費を交付し、消費者行政活性化に向けた地方公
共団体の取組を支援することにより、地域の消費者の安
全で安心な消費生活の実現に資することを目的とする。

7,280,877 （内数）

３ 早期対
応の中心
的役割を
果たす人
材を養成
する取組

（7）社会的
要因に関連
する相談員
の資質の向
上

○独立行政法人国民生活センターにおい
て、地方公共団体の消費生活相談員に
対し、多重債務問題に関する研修を実
施。

消費生活相談へ対応するための様々な分野の最新知
識は手法等を内容に盛り込むことにより、研修を通じて全
国消費生活センター等で消費者行政に従事する方々の
活動への支援を行っている。

3,201,746 （内数）

（施策数） 2 0 （注６）

総務省 ２ 国民一
人ひとり
の気づき
と見守りを
促す取組

（2） 児童
生徒の自殺
予防に資す
る教育の実
施

○小学校教員を対象とした放送分野にお
けるメディアリテラシー向上のための授業
実践パッケージを開発し、「放送分野にお
けるメディアリテラシー」サイトへの掲載を
行った。

主に、青少年を対象とした教材の開発・普及を中心に、
メディアの健全な利用の促進を図るための取組を推進す
る。

11,084

金融庁 計

消費者庁 計

表２－⑧－ⅱ 施策の目的等において自殺予防が明記されていない施策の概要（平成22年度）

内閣府

金融庁

消費者庁

担当府省
「自殺総合対策大綱」

の項目
施策の取組状況 施策の目的 予算額 備考

内閣府 計
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（単位：千円）

担当府省
「自殺総合対策大綱」

の項目
施策の取組状況 施策の目的 予算額 備考

２ 国民一
人ひとり
の気づき
と見守りを
促す取組

（2） 児童
生徒の自殺
予防に資す
る教育の実
施

○総務省、文部科学省及び通信関係団
体等が連携し、子どもたちのインターネッ
トの安心・安全な利用に向けて、主に保
護者及び教職員を対象とした啓発講座を
実施。

携帯電話・パソコンなどによるインターネットの安心・安
全な利用に関する啓発活動などにより、子どものネット社
会における安全と健全な発育を促進し、もって安心・安全
な情報通信社会の実現に資することを目的とする。

5,533

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（7）インター
ネット上の
自殺関連情
報対策の推
進

○引き続き「違法・有害情報への対応等
に関する契約約款モデル条項」の適切な
運用を支援。

インターネット上では、違法・有害情報も広く流通してお
り、社会問題となっている。これら違法・有害情報につい
ては、プロバイダ責任制限法及び各種ガイドラインに基づ
き、プロバイダ等による削除等の対応が行われていると
ころであるが、個々の事案については、特に中小のプロ
バイダ等においては、専門家の不足等により対応の判断
が困難なことが多い。

また、平成２１年４月より施行されている青少年インター
ネット環境整備法に基づき、青少年による有害情報の閲
覧の防止措置に係る努力義務の履行に関する支援も必
要となっている。

以上を踏まえ、違法・有害情報への事業者による対応
を促進する目的で、事業者からの相談の受付を行うとと
もに、その相談内容を集計・分析し、政策への反映、相談
者に対する普及啓発活動の実施等を行うこととする。

38,627

（施策数） 3 55,244
６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（10）いじめ
を苦にした
子どもの自
殺の予防

○「子どもの人権SOSミニレター」を全国
の小中学校の児童生徒に配布（平成22
年10月上旬から11月上旬）

学校の先生や保護者にも相談できずに悩みを抱えてい
る児童・生徒が、法務省の人権擁護機関に対し、手紙を
通じて相談することにより、これまで多くの「いじめ」や児
童虐待等の人権問題の解決に至っているなど、その実施
の効果が認められることに加え、依然として子どもに関す
る人権問題は、大きな社会問題となっていることから、実
施するもの。

54,645

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（10）いじめ
を苦にした
子どもの自
殺の予防

○「インターネット人権相談受付窓口（子
ども用）」を開設

インターネットが国民生活に普及している現状を踏まえ
て、人権擁護機関の人権相談を国民にとってより利用し
やすいものにするため、相談者が法務局及び地方法務
局の相談窓口の開設時間にかかわらず相談を申し出る
ことができるよう、インターネットを通じた相談窓口を開設
するもの。

47,532

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（10）いじめ
を苦にした
子どもの自
殺の予防

○専用相談電話「子どもの人権110番（フ
リーダイヤル）」を開設

子どもの人権問題は、周囲の目に付きにくいところで多
く起こっており、被害者である子ども自身も、その被害を
外部に訴えるだけの力がまだ備わっていなかったり、身
近な人に話しにくいといった状況等から、重大な結果に
至って初めて気付くという例が少なくないことから、子ども
が発する信号をいち早くつかみ、その解決に導くため、全
国50か所の法務局・地方法務局にフリーダイヤルの専用
相談電話「子どもの人権110番」を設置し、人権擁護委員
や法務局職員が子どもからの相談に応じ、子どもが相談
しやすい体制をとるとともに、啓発活動や調査救済活動
に取り組むもの。

19,239

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（10）いじめ
を苦にした
子どもの自
殺の予防

○全国一斉「子どもの人権110番」強化週
間を実施（平成22年６月28日から同年７
月４日まで）

学校における「いじめ」の事案や家庭内における児童虐
待の事案は、依然として数多く発生していることから、こ
れらの子どもをめぐる様々な人権問題の解決を図るため
の取組を強化するため実施するもの。

19,239 6(10)
再掲

（施策数） 3 121,416
文部科学省 ２ 国民一

人ひとり
の気づき
と見守りを
促す取組

（2） 児童
生徒の自殺
予防に資す
る教育の実
施

○都道府県と指定都市が実施する事業
に対して補助を行う事業として、学校にお
ける豊かな体験活動の円滑な展開を推
進。

子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むため、自然
体験活動を３泊４日以上の日数で実施する小学校の取
組を支援することで、３泊４日以上での活動を全国に普
及させ、小学校における豊かな体験活動のより充実した
展開を推進するもの。

13,092,527 （内数）

２ 国民一
人ひとり
の気づき
と見守りを
促す取組

（2） 児童
生徒の自殺
予防に資す
る教育の実
施

○総務省、文部科学省及び通信関係団
体等が連携し、子どもたちのインターネッ
トの安心・安全な利用に向けて、主に保
護者及び教職員を対象とした啓発講座を
実施。

携帯電話・パソコンなどによるインターネットの安心・安
全な利用に関する啓発活動などにより、子どものネット社
会における安全と健全な発育を促進し、もって安心・安全
な情報通信社会の実現に資することを目的とする。

0

２ 国民一
人ひとり
の気づき
と見守りを
促す取組

（2） 児童
生徒の自殺
予防に資す
る教育の実
施

○生命を尊重する心をはぐくむ道徳教育
を推進する観点から、実践研究を実施。
「心のノート」をWebサイトへ掲載（道徳教
育総合支援事業）。

学習指導要領に基づいた道徳教育の質の向上とその
一層の充実を図るため，各教育委員会等が学校・地域の
実情等に応じて主体的に行う道徳教育に関する多様な
取組みに対して支援を行うとともに，その結果得られた道
徳教育に関する成果等について全国的な発信を行うも
の。

706,162 （内数）

２ 国民一
人ひとり
の気づき
と見守りを
促す取組

（2） 児童
生徒の自殺
予防に資す
る教育の実
施

○新学習指導要領における情報モラル
教育をはじめとした教育の情報化が円滑
かつ確実に実施されるよう、教員の指導
をはじめ学校・教育委員会の具体的な取
組の参考となる「教育の情報化に関する
手引」について、あらたに高等学校分を追
記。

学習指導要領の改定により、情報教育や、教科指導に
おけるICT活用（ICT：コンピュータや情報通信ネットワー
クなどの情報コミュニケーション技術のこと）など、教育の
情報化に関わる内容について一層の充実が図られた。

新学習指導要領のもとで教育の情報化が円滑かつ確
実に実施されるよう、教員の指導をはじめ、学校・教育委
員会の具体的な取組の参考となるよう作成。

0

総務省 計

法務省 計

法務省
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（単位：千円）

担当府省
「自殺総合対策大綱」

の項目
施策の取組状況 施策の目的 予算額 備考

２ 国民一
人ひとり
の気づき
と見守りを
促す取組

（2） 児童
生徒の自殺
予防に資す
る教育の実
施

○国立教育政策研究所において、すべて
の小中学校の教員が情報モラル教育を
指導するための参考となるよう「情報モラ
ル教育実践ガイダンス」を作成した。

インターネット上での誹謗中傷やいじめ、犯罪や違法・
有害情報などの問題が発生している中で、情報モラル教
育の必要性は高まっており、改訂された学習指導要領で
は総則や各教科等で情報モラルを身につけるよう指導す
ることが明記された。

このため、指導計画の作成方法や具体的な指導内容
等について参考となる資料を作成し、すべての教員が計
画的に情報モラル教育を実施できるようにする。

0

２ 国民一
人ひとり
の気づき
と見守りを
促す取組

（2） 児童
生徒の自殺
予防に資す
る教育の実
施

○全国規模の学校団体やPTA、通信関
係団体などの関係業界・団体の連携強化
を図る「ネット安全安心全国推進フォーラ
ム」を実施（平成23年３月）。

○地域における教育・啓発活動の支援を
行う「地域の実情に応じた有害情報対策
事業」を実施。

昨今の携帯電話等の普及により、インターネット上の違
法・有害情報サイトを通じた犯罪やいじめ等に青少年が
巻き込まれている現状を踏まえ、有害情報等から青少年
を守るための取組体制の構築、普及啓発活動の実施、
必要な調査研究等を総合的に推進する。

159,603 ※「ネット安
全安心全国
推進フォー
ラム」（平成
23年３月）
は、震災に
より中止。

４ 心の健
康づくりを
進める取
組

（3）学校に
おける心の
健康づくり
推進体制の
整備

○スクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカー、「子どもと親の相談員」
の配置により、学校における教育相談体
制を充実。

（スクールカウンセラー）
公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び

特別支援学校に児童生徒の臨床心理に関して高度に専
門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーや児童
が気軽に相談できる相談相手として「子どもと親の相談
員」等を配置するとともに、24時間体制の電話相談を実
施し、教育相談体制を整備する。

（スクールソーシャルワーカー）
いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上

の課題に対応するため、教育分野に関する知識に加え
て、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生
徒の置かれた様々な環境に働き掛けて支援を行う、ス
クールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制を整
備する。

13,092,527 ２（２）
再掲

（内数）

４ 心の健
康づくりを
進める取
組

（3）学校に
おける心の
健康づくり
推進体制の
整備

○養護教諭の資質向上のため、全国養
護教諭研究大会（平成22年８月）、健康教
育指導者養成研修（平成22年11月～12
月）等を開催。

近年の社会環境の急激な変化は、子どもたちの心身に
大きな影響を与え、いじめ、不登校、未成年の喫煙や飲
酒、青少年の薬物乱用、性に関する問題、生活習慣病の
兆候、アレルギー疾患、心の健康問題など深刻かつ多様
な健康問題を生じさせている。これらの健康課題に適切
に対応していくためには、家庭や地域社会と連携を図り
ながら学校教育全体を通して、ヘルスプロモーションの理
念を生かした健康教育を推進していくことが重要である。

そこで、本大会では、２１世紀を担う子どもたちが、生涯
を通じて心豊かに健康で生きるために、自ら学び、考え、
判断して、主体的に行動できる資質や能力の育成を図る
ことを目指し、学校保健活動の推進の中核となる養護教
諭の支援や連携の在り方について研究協議を行い、学
校における健康教育の推進及び養護教諭のより一層の
資質向上に資するものである。

19,568 （内数）

４ 心の健
康づくりを
進める取
組

（3）学校に
おける心の
健康づくり
推進体制の
整備

○学校における労働安全衛生管理につ
いて引き続き周知・指導を行うため、担当
者会議を開催（平成22年９月、平成23年
１月）。

従来から、学校等における労働安全衛生管理体制につ
いては、各種会議等の場を通じて産業医の専任等を進
めていただくよう依頼しているところであるが、その重要
性にかんがみ、一層の整備を推進するよう依頼してい
る。

0

４ 心の健
康づくりを
進める取
組

（3）学校に
おける心の
健康づくり
推進体制の
整備

○公立学校等における労働安全衛生法
に基づく体制の整備状況を把握するた
め、「公立学校等における労働安全衛生
管理体制に関する調査」を実施（平成22
年７月）。

学校教育を円滑に実施するためには、児童生徒等の安
全確保のみならず、教職員によっても安全で健康な職場
環境が確保されることが重要であり、学校安全や労働安
全衛生に係る施策の参考とするため、学校の安全管理
の取組状況や労働安全衛生法に基づく体制の整備状況
等について、従来より調査を実施。

0

４ 心の健
康づくりを
進める取
組

（3）学校に
おける心の
健康づくり
推進体制の
整備

○「心のケア対策推進事業」として、教職
員向け指導参考資料を作成、配布すると
ともに（平成22年７月）、養護教諭や臨床
心理士等を対象にシンポジウムを開催
（平成22年11月）。

○「子どもの心のケアのために－災害や事件・事故発生
時を中心に－」

災害や事件・事故発生時における子どもの心のケア、
子どもの心のケアの体制づくり、危機発生時における健
康観察の進め方に加え、対処方法等について参考事例
を通して理解が深められるように構成し、作成。

○子どもの心のケアシンポジウム
近年、災害や事件・事故が発生している状況において、

子どもの心のケアが重要な課題となっている。災害や事
件・事故に遭遇した子どもが、心に大きな傷を受けると、
成長や発達に大きな障害（心的外傷後ストレス障害（ＰＴ
ＳＤ）等）となることがある。そのため、日頃から子どもの
健康観察を徹底し、情報の共有を図るなどして早期発見
に努め、適切な対応と支援を行うことが必要である。

そこで、子どもの心のケアの支援に当たって養護教諭、
教職員、学校医等、スクールカウンセラー、地域の関係
機関等との連携の在り方等に関するシンポジウムを開催
し、子どもの心のケアの充実に資する。

6,868
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（単位：千円）

担当府省
「自殺総合対策大綱」

の項目
施策の取組状況 施策の目的 予算額 備考

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（7）インター
ネット上の
自殺関連情
報対策の推
進

○青少年に対してフィルタリング利用の普
及を図るとともに、インターネットの適切な
利用に関する啓発活動を推進。

昨今の携帯電話等の普及により、インターネット上の違
法・有害情報サイトを通じた犯罪やいじめ等に青少年が
巻き込まれている現状を踏まえ、有害情報等から青少年
を守るための取組体制の構築、普及啓発活動の実施、
必要な調査研究等を総合的に推進する。

159,603 ２(２)
再掲

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（10）いじめ
を苦にした
子どもの自
殺の予防

○子どもたちがいつでも悩みや不安を打
ち明けられるよう、24時間体制の電話相
談を実施。

公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び
特別支援学校に児童生徒の臨床心理に関して高度に専
門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーや児童
が気軽に相談できる相談相手として「子どもと親の相談
員」等を配置するとともに、24時間体制の電話相談を実
施し、教育相談体制を整備する。

13,092,527 ２（２）
４（３）
再掲

（内数）

（施策数） 12 166,471
厚生労働省 １ 自殺の

実態を明
らかにす
る取組

（5）うつ病
等の精神疾
患の病態解
明及び診
断・治療技
術の開発

○厚生労働科学研究補助金「障害者対
策総合研究事業」の中で、「プライマリー
ケアで使用可能な、DNAチップを用いたう
つ病の診断指標の作成」、「リワークプロ
グラムを中心とするうつ病の早期発見か
ら職場復帰に至る包括的治療に至る研
究」等を実施。

障害保健福祉施策においては、障害者がその障害種
別にかかわらず、地域で自立して生活できることを目的と
して、総合的な支援が推進されている。

障害全般に関するリハビリテーション等の適切な支援、
障害の正しい理解と社会参加の促進方策、地域におい
て居宅・施設サービス等をきめ細かく提供できる体制づく
り等、障害者の総合的な保健福祉施策に関する研究開
発を行うと共に、これらの障害を招く精神疾患、神経・筋
疾患、感覚器疾患等についての病因・病態の解明、効果
的な予防、診断、治療法等の研究・開発を推進。

2,055,217 （内数）

２ 国民一
人ひとり
の気づき
と見守りを
促す取組

（3）うつ病に
ついての普
及啓発の推
進

○うつ病を含む精神疾患の正しい理解と
治療や生活に役立つ情報をまとめた「み
んなのメンタルヘルス総合サイト」と、若
者向けに心の不調への対処法を紹介す
る「こころもメンテしよう」を厚生労働省HP
内に開設。

インターネットにおけるメンタルヘルス総合サイト等によ
る普及啓発により、精神疾患に関する正確な理解や早期
相談・早期発見を促すことを目的とする。

81,493

３ 早期対
応の中心
的役割を
果たす人
材を養成
する取組

（4）介護支
援専門員等
に対する研
修の実施

○介護支援専門員の資質向上を図るた
めの研修事業を実施。

要介護者等の希望や心身の状況、置かれている環境
等を適切に把握し、自立生活を 支援する観点から、適
切なサービスを多職種連携により総合的に設計し、提供
する役 割を担う介護支援専門員の資質向上を図るた
め、実務に就いた後も継続的に研修の機会を提供できる
よう体系的に研修事業を行い、必要な知識・技能の修得
を図る。

175,000

３ 早期対
応の中心
的役割を
果たす人
材を養成
する取組

（5）民生委
員・児童委
員等への研
修の実施

○各都道府県、政令指定都市が実施す
る、
①単位民生委員・児童委員協議会会長
に必要な指導力を修得させるための研修
②中堅の民生委員・児童委員に必要な活
動力を修得させるための研修
③新任の民生委員・児童委員に必要な基
礎的知識及び技術を修得させるための研
修
等を支援するため「民生委員・児童委員
研修事業」を実施。

民生委員・児童委員が相談援助活動等を行う上で必要
不可欠な知識及び技術を習得させることを目的とする。

24,000,000 （内数）

３ 早期対
応の中心
的役割を
果たす人
材を養成
する取組

（7）社会的
要因に関連
する相談員
の資質の向
上

○厚生労働省職員研修において、メンタ
ルヘルスに関する講習を実施。

講習を実施することにより、不調者の早期発見を可能と
し、休職等の発生を未然に防止することを目的とする。

0

３ 早期対
応の中心
的役割を
果たす人
材を養成
する取組

（7）社会的
要因に関連
する相談員
の資質の向
上

(独)労働政策研究・研修機構運営費交付
金（職業指導ⅡA専門研修）

ハローワークの職業相談技法として必要
とされるキャリアコンサルティングに係る
基本的知識の習得、キャリアコンサルティ
ングの実施過程において必要なスキル、
アセスメント、事例検討、自己研鑽とスー
パービジョンを研修によって修得する。こ
の中でメンタルヘルスについての研修を
行う。

○労働行政担当職員その他の関係者に対する研修
研究員による研究成果を活かすとともに、労働基準監

督官等の研修について民間の一層の活用を図ることによ
り、労働行政機関で必要な知識やノウハウ等が取得でき
る労働行政担当職員研修を効果的に実施すること。

併せて、研修の場を通じて、労働行政の現場で生じて
いる問題や第一線の労働行政機関の担当者の問題意識
を吸い上げ、労働政策研究に活かすこと。

これらにより、労働政策研究及び労働行政担当職員研
修双方の活性化を一層図ること。

45,042 （内数）

文部科学省 計
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（単位：千円）

担当府省
「自殺総合対策大綱」

の項目
施策の取組状況 施策の目的 予算額 備考

３ 早期対
応の中心
的役割を
果たす人
材を養成
する取組

（7）社会的
要因に関連
する相談員
の資質の向
上

公共職業安定所業務推進費（都道府県
労働局で実施するキャリアコンサルティン
グ研修及び産業カウンセラー研修）

ハローワークの職業相談窓口において
は、求職者の抱えている問題を把握し、こ
れに合致した的確な支援を適時に実施す
る等により、一層専門的なサービスを提
供することが必要とされる。このため、各
都道府県労働局において、ハローワーク
の職員に対して、キャリアコンサルティン
グ及び産業カウンセラー研修を実施す
る。

ハローワークに来所する求職者に対してキャリア・コン
サルティング等を実施することにより、求職者が抱えてい
る様々な問題を把握し、これに合致した支援を実施する
等により、一層専門的なサービスを提供する。

89,721 （内数）

４ 心の健
康づくりを
進める取
組

（1）職場に
おけるメン
タルヘルス
対策の推進

○都道府県労働局・労働基準監督署によ
る事業場及び業界団体等に対する指導
を実施。

行政指導の一環として通常業務に取り込んで実施して
いるもの。

0

４ 心の健
康づくりを
進める取
組

（1）職場に
おけるメン
タルヘルス
対策の推進

○小規模事業場の労働者及びその家族
に対しセミナーや相談会等を実施。

労働者のメンタルヘルス不調を早期に発見し、深刻な
事態に至ることを防ぐためには、労働者本人の気づきだ
けではなく、周囲の者、中でも家族の気づきを端緒として
必要な介入をしていくことが効果的であると考えられるこ
とから、家族からの支援を含めてメンタルヘルス対策を進
めるため、地域産業保健センターにおいて、メンタルヘル
スに関する専門的知識をもった医師、地域で活動を行っ
ている保健所等の協力を得て、
１）労働者及びその家族を対象としたメンタルヘルスに関
するセミナー
２）メンタルヘルス不調の労働者やその家族等を対象とし
た個別相談会
を開催することにより、メンタルヘルスに関する基礎的知
識やメンタルヘルス不調への適切な対応についての知識
を普及し、メンタルヘルス不調の予防を図るとともに、メン
タルヘルス不調となった労働者の早期発見、早期治療を
促進することとする。

81,592

４ 心の健
康づくりを
進める取
組

（1）職場に
おけるメン
タルヘルス
対策の推進

○労働基準関係法令上問題が認められ
た場合に必要な監督指導を実施。

行政指導の一環として通常業務に取り込んで実施して
いるもの。

0

４ 心の健
康づくりを
進める取
組

（1）職場に
おけるメン
タルヘルス
対策の推進

○全国47都道府県のメンタルヘルス対策
支援センターによるメンタルヘルス対策
の総合的な支援の一つとして、新たに管
理監督者に対する教育を実施。

地域における職場のメンタルヘルス対策の中核的機関
として全国47都道府県に設置し、メンタルヘルス不調の
予防から復職支援まで事業者の行う職場のメンタルヘル
ス対策を総合的に支援するもの。

493,976

４ 心の健
康づくりを
進める取
組

（1）職場に
おけるメン
タルヘルス
対策の推進

○メンタルヘルス・ポータルサイト「こころ
の耳」に産業保健スタッフ等に対する教
育機能を追加。

事業者、産業医等の産業保健スタッフ、労働者などに
対し総合的な情報提供を実施するもの。

65,394

４ 心の健
康づくりを
進める取
組

（1）職場に
おけるメン
タルヘルス
対策の推進

○メンタルヘルス不調の防止のためのス
トレス対処等に関する取り組みの支援を
実施。

職場のメンタルヘルス対策の促進等を図り、労働者の
健康障害を防止することを目的としている。

493,976 4(1)
再掲

５ 適切な
精神科医
療を受け
られるよう
にする取
組

精神障害の正しい理解のための普及啓
発事業費

国民全体のうつ病等に対する正しい理解
を深めることおよびうつ病にかかりやすい
職域、介護、産後・更年期におけるハイリ
スク群並びその周囲にいる人に対して、
効果的なメッセージを伝達することによ
り、うつ病の早期発見・早期治療を実現
するとともに、うつ病をきっかけとした他の
精神疾患や精神障害者に関する正しい
理解のための知識の向上を図る。

国民全体のうつ病等に対する正しい理解を深めること
およびうつ病にかかりやすい職域、介護、産後・更年期に
おけるハイリスク群並びその周囲にいる人に対して、効
果的なメッセージを伝達することにより、うつ病の早期発
見・早期治療を実現するとともに、うつ病をきっかけとした
他の精神疾患や精神障害者に関する正しい理解のため
の知識の向上を図ることを目的とする。

81,493 ２（３）
再掲

５ 適切な
精神科医
療を受け
られるよう
にする取
組

（4）子ども
の心の診療
体制の整備
の推進

○様々な子どもの心の問題、児童虐待や
発達障害に対応するため、都道府県域に
おける拠点病院を中核とし、各医療機関
や保健福祉機関等と連携した支援体制
の構築を図るための事業を平成20年度よ
り３ヶ年のモデル事業として実施。

近年の少子化、核家族化、女性の社会進出等に伴い、
子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりの推進を
図ることは重要な課題であり、その中心的役割を担う母
子保健医療対策の充実強化が求められている。

母子保健医療対策等総合支援事業は、このような課題
に対応し、次世代育成支援対策の推進等に必要な総合
的な施策を実施するものである。

母子保健医療対策等総合支援事業のうちの一事業とし
て、左記事業を実施している。

8,092,738 （内数）

５ 適切な
精神科医
療を受け
られるよう
にする取
組

（5）うつ病ス
クリーニン
グの実施

○市町村において介護予防事業の中で
基本チェックリストを用いて高齢者のうつ
病に関するスクリーニングを実施。

二次予防事業の対象者を決定することを目的として、次
の取組を実施。
①二次予防事業の対象者に関する情報の収集（基本
チェックリストの配布・回収、他部局から情報提供等）
②二次予防事業の対象者の決定等
③二次予防事業の対象者として取り扱う期間（個々の状
態等を勘案して市町村が設定する期間とする。）

64,118,471 第一次補正
（内数）
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（単位：千円）

担当府省
「自殺総合対策大綱」

の項目
施策の取組状況 施策の目的 予算額 備考

83,790

5,033 (内数)

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（3）失業者
等に対する
相談窓口の
充実等

○失業者に対して、ハローワーク等の窓
口においてきめ細やかな職業相談など、
早期再就職のための各種支援を実施し、
特に心理的不安などから、主体的に的確
かつ現実的な求職活動を行うことができ
ない求職者等に対応。

失業者に対して、ハローワーク等の窓口において、早
期再就職のための各種支援を実施し、特に主体的に的
確かつ現実的な求職活動を行うことができない求職者等
に対応する。

0

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（3）失業者
等に対する
相談窓口の
充実等

○ニート等の若者に対する地域の支援拠
点である地域若者サポートステーション
の設置拠点を拡充（92か所→100か所）す
るとともに、高校中退者等を対象とした訪
問支援による学校教育からの円滑な誘
導、学力を含む基礎力向上に向けた継続
的支援に取り組むなど、ニート等の若者
の職業的自立支援を強化。

学校卒業、中途退学後又は離職後、一定期間無業の
状態にある者の職業的自立を支援するためには、社会
人、職業人としての基本的な能力等の養成だけに留まら
ず、職業意識の啓発や社会適応支援を含む包括的な支
援が必要であり、こうした支援は、各人の置かれた状況
に応じて、個別的に行うことや、一度限りの支援に留まら
ず、継続的に行うことが必要となっている。

このため、各地域において、地方自治体の主導により、
関係機関が若者自立支援のためのネットワークを構築
し、これを活用した若者の職業的自立支援の取組を促進
していくことが必要となっている。

各地域におけるこのような取組を促進するため、本事
業を実施する。

1,849,860

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（3）失業者
等に対する
相談窓口の
充実等

就職支援アドバイザー事業

ハローワークに「就職支援アドバイザー」
を配置し、心理的不安などから、主体的
に的確かつ現実的な求職活動を行うこと
ができない者に対しては、早期にキャリ
ア・コンサルティングの技法等を活用しな
がら、きめ細やかな相談を行うことによ
り、求職活動上の課題の解決を図り、長
期失業者に至ることのないよう支援する。

心理的不安などから、主体的に的確かつ現実的な求職
活動を行うことができない求職者に対して、早期にキャリ
ア・コンサルティング技法等を活用しながら、きめ細やか
に相談を行うことにより、求職活動上の課題の解決を図
り、長期失業に至ることのないよう支援を行う。 なお、本
事業は平成22年度をもって廃止とし,就職支援ナビゲー
ター（早期就職支援分）による就職支援プログラムに統合
した。

582,004

５ 適切な
精神科医
療を受け
られるよう
にする取
組

（7）慢性疾
患患者等に
対する支援

○看護師に対し、慢性疾患等の患者に適
切に対応できるような専門領域における
実務的な知識・技術の向上を図るための
研修を都道府県等において実施。

○看護職員専門分野研修
・特定の専門分野において、熟練した看護技術と知識を
用いた、水準の高い看護を実践できる認定看護師の育
成を促進することを目的とする。
・認定看護師を対象とした従来よりも幅広い業務を行うた
めに必要な研修を実施し、チーム医療を推進することを
目的とする。

○中堅看護職員実務研修
・看護職員の専門性の向上及び医療事故の防止等今日
的課題への対応を図るため、実務経験がおおむね５年
以上の看護職員を対象として研修を実施し、看護職員の
資質の向上を図る。
・二大死因であるがん及び心筋梗塞、要介護状態の大き
な原因となる脳卒中、認知症及び骨折については、看護
が患者の予後に大きく影響することから、先端的化学研
究の知見を臨床看護に応用し、専門的な看護ケアを提供
するため、看護職員を対象とした研修を実施し、看護職
員の資質の向上を図る。

○専門分野（がん・糖尿病）における質の高い看護師育
成事業
・がん及び糖尿病の患者に対する看護ケアの充実のた
め、臨床実践能力の高い看護師の育成強化を推進する
ための実務研修を実施し、看護職員の資質向上を図る。

○「地域依存症対策推進モデル事業」
薬物、アルコールを中心とした各種依存症対策につい

ては、公的機関における相談・指導や知識の普及、急性
中毒や離脱症状に対する医療の提供、障害者自立支援
法に基づいた各種サービスの提供等による支援を行って
いるところであるが、依存症そのものの回復に向けての
取組については、不十分である現状を踏まえ、薬物・アル
コール等依存症対策の先進的な取組を行う地域を選定
し、それぞれの地域の実情に即した事業を実施するとと
もに、その効果を検証することにより、地域における効果
的な薬物・アルコール等依存症対策を推進し、もって薬
物、アルコールを中心とした各種依存症患者及びその家
族等に対する支援の充実を図ることを目的とする。

○「依存症回復施設職員研修事業」
依存症回復施設の質の向上や依存症への対応力を一

層強化するため、依存症回復施設職員に対して、医学的
知識や利用者への対応方法、利用可能な社会資源に関
する知識の向上等を図ることを目的とする。

５ 適切な
精神科医
療を受け
られるよう
にする取
組

（6） うつ病
以外の精神
疾患等によ
るハイリス
ク者対策の
推進

○アルコール依存症や薬物依存症の自
助団体の活動の支援、及び自助団体を
含む関係機関による依存症対策に係る
地域連携体制の構築と効果的な依存症
対策の開発・実施を目的とした、「地域依
存症対策推進モデル事業」を実施し、ま
た、自助団体の活動を支援する観点か
ら、「依存症回復施設職員研修事業」を開
始。

306,237
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（単位：千円）

担当府省
「自殺総合対策大綱」

の項目
施策の取組状況 施策の目的 予算額 備考

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（3）失業者
等に対する
相談窓口の
充実等

失業者向け生活関連情報提供サービス
事業

ハローワークインターネットサービスにお
いて、失業に伴う公的保険等の変更手続
等失業に直面した際に生ずる様々な生活
上の問題に関連する情報提供を実施して
いる。また、全国のハローワークの求職
者を対象に、ストレスチェックシートの作
成・配布、心の悩み・不安等の相談に対
し、専門家によるメール相談の体制整備
等を実施する。

失業給付受給者等に対する早期再就職の促進を図る
ため、①求人確保体制の強化（個別求人開拓の実施）、
②失業等給付受給者に対する就職支援セミナーの集中
的実施、③求職者のストレスチェック及びメール相談の実
施、④職務経歴書の書き方の説明書等作成による長期
失業防止策、を実施する。

13,706

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（3）失業者
等に対する
相談窓口の
充実等

非正規労働者総合支援事業（専門家によ
る生活相談）

非正規労働者総合支援センター（キャリ
アアップハローワーク）及び非正規労働
者総合支援コーナー(キャリアアップコー
ナー）において、臨床心理士、ケースワー
カー及び社会保険労務士等の専門家に
よる心理相談や生活支援制度、各種公
的保険制度等に関する専門的な相談を
定期的に実施する。

非正規労働者は、能力・経験や求職活動のノウハウ不
足等から、安定した職業に移行できない状況にあること
から、安定した職業に就くことを希望する非正規労働者
のニーズや能力に応じて、様々な支援をワンストップで提
供し、非正規労働者の就労促進を図る。

3,378,302 （内数）

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（6）危険な
場所、薬品
等の規制等

○毒薬及び劇薬について
平成22年度医薬品等一斉監視指導に

おいて、各自治体を通じて、医薬品販売
業者等における毒薬及び劇薬の取扱に
ついて確認、指導を実施。

毒薬及び劇薬については、薬事法（昭和３５年法律第１４
５号）第４４条から同法第４８条までの規定等を参照のう
え、適切な保管管理等の徹底がなされるよう留意。

47,063 （内数）

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（6）危険な
場所、薬品
等の規制等

○毒物及び劇物について
自治体及び事業者団体を通じ、一般消

費者に対する販売を自粛するよう従来よ
り事業者に要請しており、必要に応じて通
知による周知を行う等、引き続き不適切
な使用に繋がる流通の防止を図った。

毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）に基づ
き、同法で定められた毒物及び劇物の取締り及び安全対
策等を所掌業務として実施

0

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（9）介護者
への支援の
充実

○地域包括支援センターに携わる職員等
を対象にした研修を実施。

地域包括ケアの考え方を踏まえたセンターの一体的な
運営や地域のネットワーク構築を担う中心となる職員を
重点的に育成するため、センター全体をマネジメントする
センター長やリーダー的な役割を担う経験豊富な職員を
対象として、センター内の中心的な役割をもつ職員を育
成し、センター内での指導や地域で行われる研修におけ
る講師として活動すること等により、効率的・効果的な事
業展開を図る。

99,899 （内数）

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（9）介護者
への支援の
充実

高齢者権利擁護等推進事業費

地域包括支援センターを中心とした権利
擁護事業（養護者による虐待防止を含
む）や介護サービス従事者による虐待防
止等の取組みを推進するため、介護施
設・サービス事業従事者に対して研修等
を実施するとともに、権利擁護に関する
専門的相談・支援体制を構築する。

介護保険法の改正や「高齢者虐待の防止、高齢者の養
護者に対する支援等に関する法律」（平成17年11月９日
法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）の施行
に伴い、「高齢者の尊厳の保持」の視点に立って、虐待
防止などの高齢者の権利擁護のための取組を推進する
ことが重要である。

本事業は、こうした観点から、介護施設従事者に対する
研修を実施し、身体拘束の廃止に向けた取組など介護
現場での権利擁護のための取組を支援するとともに、各
都道府県が地域の実情に応じた専門的な相談体制等を
整備するなど、各都道府県における高齢者の権利擁護
のための取組を推進することを目的とするものである。

577,243 （内数）

７ 自殺未
遂者の再
度の自殺
を防ぐ取
組

（1）救急医
療施設にお
ける精神科
医による診
療体制等の
充実

医療提供体制推進事業費補助金

重傷及び複数の診療科領域（精神科を含
む）にわたるすべての重篤な救急患者を
２４時間体制で受け入れる救命救急セン
ターの整備を図る。【H18から統合補助
金】

この事業は、救命救急センターの補助として都道府県
が救命救急センターを整備し、休日夜間急患センター、
在宅当番医制等の初期救急医療施設、病院群輪番制等
の第二次救急医療施設及び救急患者の搬送機関との円
滑な連携体制のもとに、重篤救急患者の医療を確保する
ことを目的とする。

30,602,739 （内数）

９ 民間団
体との連
携を強化
する取組

（4）民間団
体の先駆
的・試行的
取組に対す
る支援

セーフティネット支援対策等事業費補助
金

地方自治体や民間団体等が行う今日的
課題の解決を目指す先駆的・試行的な支
援事業に対して、補助を行う。【統合補助
金】

この補助金は、地方自治体等が生活保護受給世帯のほ
か、地域社会の支えを必要とする要援護世帯に対する自
立支援プログラムの策定や、自立・就労に向けた様々な
支援サービスを総合的、一体的に実施することにより、地
域社会のセーフティネット機能を強化し、もって生活保護
受給者を含む地域の要援護者の福祉の向上に資するこ
とを目的とする。

24,000,000 （内数）

（施策数） 29 3,733,052
農林水産省 ４ 心の健

康づくりを
進める取
組

（2）地域に
おける心の
健康づくり
推進体制の
整備

○農村地域の女性グループ等が行う生
活支援等の助け合い活動を充実させるた
めの人材養成活動を推進。

知識・技術が豊富な高齢者による担い手支援活動を助
長するため、農村地域の高齢農業者のための生活支援
等の助け合い活動を支援。

182,844 （内数）

厚生労働省 計
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（単位：千円）

担当府省
「自殺総合対策大綱」

の項目
施策の取組状況 施策の目的 予算額 備考

４ 心の健
康づくりを
進める取
組

（2）地域に
おける心の
健康づくり
推進体制の
整備

○農村地域の高齢者、女性等の活動促
進のための、高齢者等地域住民活動・生
活支援促進施設等の整備への支援を実
施。

農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・
交流促進のための活性化計画の実現に必要な生産基盤
及び施設、生活環境施設、地域間交流拠点の整備等の
取組を総合的に支援。

26,591,055 （内数）

４ 心の健
康づくりを
進める取
組

（2）地域に
おける心の
健康づくり
推進体制の
整備

○高齢者等の生きがい発揮に資する特
用林産物活用施設等整備を推進。

特用林産物の生産基盤の高度化、作業の省力化、品
質の安定化、販売体制の多様化等に資する施設整備

7,084,642 （内数）

（施策数） 3 0 （注６）

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（4）経営者
に対する相
談事業の実
施等

○「新創業融資制度」の着実な実施と広
報に努めた。

新たに事業を始める者や事業を開始して間もない者が
無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」を取り
扱っている。

1,704,000

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（4）経営者
に対する相
談事業の実
施等

○再チャレンジする企業家の事業の見込
み等を評価することにより、再起を図る上
で、困難な状況に直面している者の再挑
戦を支援する「再チャレンジ支援融資(再
挑戦支援資金)制度」を実施。

いったん事業に失敗した起業家の経営者としての資質
や事業の見込み等を評価することにより、再起を図る上
で、困難な状況に直面している者の再挑戦を支援するた
めに必要となる資金の貸付に関し、貸付利率、貸付限度
等に特例を設けることを目的とする。

99,569

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（4）経営者
に対する相
談事業の実
施等

○47都道府県に設置された「中小企業再
生支援協議会」において、中小企業にお
ける事業の再生に関する相談から再生
計画の策定支援まで対応。

経営環境の悪化しつつある中小企業に対し、多種多様
で、事業内容や課題も地域性が強いという中小企業の特
性を踏まえ、各地域の関係機関や専門家等が連携して、
きめ細かに中小企業が取り組む事業再生を支援すること
により、地域経済において大きな役割を果たす中小企業
の活力の再生を図る。

5,010,752

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（4）経営者
に対する相
談事業の実
施等

○都道府県商工会連合会及び主要商工
会議所の経営安定特別相談事業に対し
て全国商工会連合会及び日本商工会議
所が行う支援事業を補助。

都道府県商工会連合会及び主要商工会議所の経営安
定特別相談事業に対して全国商工会連合会及び日本商
工会議所が行う支援事業を補助し、連鎖倒産の危機や
資金繰りの目途が立たない等の理由により経営難に直
面している中小企業の経営立て直しのための相談を受
ける当該相談事業の円滑な実施を図る。

36,675

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（4）経営者
に対する相
談事業の実
施等

○年末において、関係機関の協力の下、
利用者が１つの窓口で資金繰りや雇用調
整助成金などの相談が出来るよう、「ワン
ストップ・サービス・デイ」を開催するととも
に、2011年３月を年度末の「中小企業ワ
ンストップ電話相談月間」と位置づけ、１
つの窓口で資金繰りや知的財産など幅
広く相談できる電話相談を実施した。

全ての都道府県で11月中旬から順次開催し、年末の資
金繰りから海外展開、雇用調整助成金の相談まで１か所
で対応するもの。

0

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（4）経営者
に対する相
談事業の実
施等

○各都道府県に設置されている「下請か
けこみ寺」（全国48か所）において、中小
企業からの取引に関する各種相談に対
し、相談員及び弁護士が無料で対応。

本事業は、下請代金支払遅延等防止法（以下「下請代
金法」という。）の厳正な運用、同法の普及啓発及び下請
事業者からの相談体制を強化するとともに、官公需情報
の中小企業者への提供を通じて、特定の親事業者に依
存しない経営基盤を確立し、親事業者との交渉力を高め
ることにより、中小企業の取引適正化及び経営の安定を
図ることを目的とする。

714,561 （内数）

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（7）インター
ネット上の
自殺関連情
報対策の推
進

○インターネット上のコンテンツに関する
民間における対応の支援。

サイト事業者によるセルフレイティングのためのマニュ
アル・ガイドライン等を整備するとともに、サイト事業者や
フィルタリング事業者等の関係者が、協力して有害情報
から青少年を守るために取り組むべき施策に関する検討
を支援する。

419,726 （内数）

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（7）インター
ネット上の
自殺関連情
報対策の推
進

○フィルタリングに関する情報提供・普及
啓発活動の実施。

青少年・保護者及び学校関係者を対象として、フィルタ
リングの重要性及びインターネットの適切な利用法につ
いての説明会を実施。今後、教育現場等において保護者
や子どもを対象としたセミナーを全国で実施し、インター
ネット上の違法・有害情報の現状及び対処策に関する理
解向上を図る。

警察庁及び都道府県警察の協力の下、全国のＮＰＯ等
と連携して実施している「インターネット安全教室」を開
催。引き続き、警察庁と密接に連携することにより、「イン
ターネット安全教室」を全国各地で開催し、一般利用者に
おける情報セキュリティに関する基礎的な知識の普及を
図る。

419,726 （内数）

（施策数） 8 6,850,996
国土交通省 ４ 心の健

康づくりを
進める取
組

（2）地域に
おける心の
健康づくり
推進体制の
整備

○高齢者をはじめ、誰もが地域で集い、
憩うことのできる環境の形成を図るため、
歩いていける身近な都市公園の整備等を
推進。

都市公園事業は、都市公園法第２条第１項第１号に規
定する都市公園の整備を行うことにより、安全で快適な
緑豊かな都市環境の形成を推進し、豊かな国民生活の
実現を図ることを目的とする。

2,409,692,000 （内数）

経済産業省

農林水産省 計

経済産業省 計
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（単位：千円）

担当府省
「自殺総合対策大綱」

の項目
施策の取組状況 施策の目的 予算額 備考

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（6）危険な
場所、薬品
等の規制等

○特定行政庁を通じて、建築物の所有者
等に対し、法令に基づく施設設置・維持管
理等を徹底させ、屋上からの転落防止等
の安全確保を図った。

屋上からの転落防止等の安全確保を図るため、高層建
築物等の屋上では、建築基準法令に基づき柵や金網等
の設置を義務付けており、また、建築物防災週間におい
て、既存建築物に対する適正な維持保全と定期報告の
徹底について、建築物の所有者等に対して広く周知して
おり、その実施結果については取りまとめて公表してい
る。

0

21,120,000 （内数）

3,940,000 （内数）

（施策数） 3 0 （注６）

10府省68施策（49.6） 11,225,077 (79.9)

11府省137施策（100.0） 14,057,633 (100.0)自殺予防対策に関係する施策数

（注）１ 当省の調査結果による。
２ 「施策の取組状況」欄は、「平成23年版自殺対策白書」において公表されている「自殺総合対策大綱における施策の実施状況」及び 「平成

23年度自殺対策関係予算額（案）について」（平成23年１月内閣府自殺対策推進室）に掲記されている平成22年度の自殺予防対策に関係す
る施策の取組状況を表す。

６ 社会的
な取組で
自殺を防
ぐ取組

（6）危険な
場所、薬品
等の規制等

○鉄道駅のプラットホームにおいて、視覚
障害者等をはじめとした全ての駅利用者
の安全性向上を図ることを目的に、線路
への落下を防止するホームドア（可動式
ホーム柵を含む。）の設置を促進。
○鉄道事業者をメンバーとする「ホームド
アの整備促進等に関する検討会」を立ち
上げた。

   ６ 「予算額」が「０円」と表記されているものは、当該施策の予算額が内数であるものを含む。

施策の目的等において
自殺予防が明記されていないもの

鉄道駅のプラットホームにおいて、視覚障害者等をはじ
めとした駅利用者の安全性向上を図ることを目的に、線
路への落下を防止するホームドア（可動式ホーム柵を含
む。）の設置を促進。

国土交通省 計

４ 「予算額」欄は、平成22年度における当該施策に係る当初予算額及び補正予算額の合計額を表す。

５ 各府省が実施する事業のうちの一部が自殺予防対策に関係する施策であり、当該施策のみの予算額を把握することができないもの（当該施
策の予算額が内数であるもの）及び再掲となっているものについては、予算額の合計には計上していない。

なお、「平成23年度自殺対策関係予算額（案）について」（平成23年１月内閣府自殺対策推進室）では、各府省が実施する事業のうちの一
部が自殺予防対策に関係する施策であり、当該施策のみの予算額を把握することができない場合の額については、予算額の合計には計上
していない。

３ 「施策の目的」欄は、①「平成23年版自殺対策白書」において公表されている施策の実施状況、②施策に係る実施要綱、行政事業レビュー
シート等に記載された当該施策の実施目的等に記載されている施策の実施目的を表す。
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表２－⑨－ⅰ 国による効果測定の実施を求める意見等 

意見等の内容 

○ 自殺予防対策に関して、具体的にどのような取組に効果があるのかを分析することは、専門的な

研究機関もなく、自殺者のデータも限られている市町村レベルでは難しいので、国において、有識

者等の専門的な知見も活用し、これまでの全国での各種取組の効果の把握・分析を行ってほしい。 

○ 評価指標の設定方法について具体的に示されていないため、どのように評価すればよいかわから

ない。専門家の分析によるエビデンスに基づいた対策を確立してほしい。 

（他同様の意見２件） 

（注）当省の調査結果による。 

 

表２－⑨－ⅱ 効果のある施策の教示を求める意見等 

意見等の内容 

○ 自殺予防対策に係る施策の効果を測定するための指標として何が正しいのか分からない。国は、

地方公共団体等において効果の上がっている施策に関する情報を提供してほしい。 

○ 自殺予防対策事業は、精神保健福祉の分野だけで行える事業ではなく、何を効果とするかが手探

り状態であることから、事業実施後に追跡調査等を実施し、具体的に効果の上がっている事業で、

かつ効率的に行える事業を示してほしい。 

○ 国は全国の地方公共団体から情報を集約及び分析し、自殺予防に有効な施策を示せる立場にある

ので、警察等の現場からの情報と心理学的なアプローチから分析を行い、各自治体に対して有効な

施策を示してほしい。 

（他同様の意見１件） 

（注）当省の調査結果による。 

 

表２－⑨－ⅲ 効果測定の指標等を求める意見等 

意見等の内容 

○ 匿名の電話相談が多い中、効果の分析方法等については課題と考えている。他都市等で行ってい

るところがあれば情報をいただきたい。また、国としての評価指針があれば示してもらいたい。 

○ 自殺対策に関する標準的、客観的評価手法や指針がなく、評価が難しい。自殺予防対策は、統計

的分析（自殺者数）のほか質的評価（事業効果）が必要となるが、評価の視点をどこに置くか苦慮

している。 

○ 現状では、効果の設定に関して、自殺者数の減少とするか、啓発活動の十分な広がりを目的とす

るかで迷っており、また、各年代層で求められる自殺対策がそれぞれ異なることから、何を優先課

題とするかで非常に迷うことがある。 

（他同様の意見 20件） 

（注）当省の調査結果による。 
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表２－⑩ 生活保護受給者の自殺者数及び自殺死亡率 

 

  表 生活保護受給者と全国の自殺者数及び自殺死亡率の比較 

 

区 分 
生活保護受給者 全国 

自殺者数 自殺死亡率 自殺者数 自殺死亡率 

平成 20 年 843人  54.8  32,249人 25.3  

21年 1,045人  62.4  32,845人 25.8  

22年 1,047人  55.7  31,690人 24.9  

（注）１ 厚生労働省社会・援護局保護課「生活保護受給者の自殺者調べ」（平成 23年 7月）に基づき当省が

作成した。 

      ２ 同調べは、厚生労働省社会・援護局保護課において、平成 21 年から実施されているものであり、

生活保護受給中（停止中を含む）に自殺又は自殺と推定された死亡者の状況をまとめたもの。 

     ３ 自殺死亡率は、人口（又は被保護人員）10万人当たりの自殺者数を表す。 

     ４ 全国の自殺者数及び自殺死亡率は、警察庁資料による。 

 

〔参考〕生活保護受給者数の推移 

 

（注）１ 厚生労働省「被保護者全国一斉調査基礎調査」に基づき当省が作成した。 

     ２ 同調査は、毎年７月１日現在の生活保護受給者数を把握したものである。 

なお、平成 22年は暫定値。 
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区分 地方公共団体名
自殺予防対策に特化した

取組方針等
策定年月

取組方針等における生活保護受給者を
対象とした自殺予防対策に関する記載内容

北海道 北海道自殺対策行動計画 平成20年11月
－

埼玉県 埼玉県自殺対策推進ガイドライン 平成20年９月
－

東京都 東京における自殺総合対策の基本的
な取組方針

平成21年３月
－

岐阜県 岐阜県自殺総合対策行動計画 平成21年３月 社会的要因を含む様々な要因により自殺の
危険性が高まっている人に対し、社会的な支
援を行うことにより自殺を防止するため、生
活保護に関する相談など相談窓口を充実。

愛知県 あいち自殺対策総合計画 平成20年３月 生活保護受給者の多くは、保護受給前に借
金をしている実態が多く見られることから、
個々の福祉事務所において多重債務を抱える
生活保護受給者に問題解決に向けてアドバイ
スを行っており、より適確な指導を行うた
め、生活保護関係職員に対し多重債務問題解
決に関する研修会を実施。今後は、問題の解
決を強力に推進するために、新たに債務整理
等支援に関するプログラムを福祉事務所が作
成し、同プログラムに沿って迅速な問題解決
に努める。

兵庫県 兵庫県自殺対策推進方策 平成20年３月 －

広島県 広島県自殺対策推進計画
～いきる・ささえる広島プラン～

平成22年３月
－

徳島県 徳島県自殺者ゼロ作戦 平成21年８月 －

香川県 香川県の自殺対策の方針 平成19年３月 －

高知県 高知県自殺対策行動計画 平成21年４月 －

福岡県 自殺対策推連絡議会報告書 平成20年３月 －

沖縄県 沖縄県自殺総合対策行動計画 平成20年３月 早期対応の中心的役割を果たす人材の育成
のため、多重債務相談担当者、生活保護窓口
担当者等を対象として、いのちの電話、県臨
床心理士会などと連携して「こころの健康・
自殺対策研修」を実施。

札幌市 札幌市自殺総合対策行動計画 平成22年３月 失業者・生活困窮者に対する相談支援のた
め、各区役所において、生活保護等に関する
相談を実施。

さいたま市 さいたま市自殺対策推進計画 平成21年３月 中高年世代を対象とした相談支援の充実の
ため、福祉課において、生活保護に関する相
談を実施。

大阪市 大阪市自殺対策基本指針 平成21年４月
－

広島市 広島市うつ病・自殺対策推進計画 平成20年６月
－

福岡市 福岡市自殺対策総合計画 平成21年３月
－

市
町
村

浦臼町 浦臼町自殺予防対策計画 平成22年２月
－

５地方公共団体（27.8％）

13地方公共団体（72.2％）

18地方公共団体（100.0％）

表２－⑪ 自殺予防対策に特化した取組方針等における生活保護受給者を対象とした取組に関する記載状況

（注）１ 当省の調査結果による。
２ 「取組方針等における生活保護受給者を対象とした自殺予防対策に関する記載内容」欄は、自殺予防対策に特化した

        取組方針等において、生活保護受給者を対象とした自殺予防対策に関する記述がないものには「－」を記載した。

都
道
府
県

政
令
指
定
都
市

生活保護受給者を対象とした取組の記載があるもの

生活保護受給者を対象とした取組の記載がないもの

計
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表２－⑫ 地方公共団体における先進的な取組事例 

地方公共団体名 取組の概要 

東京都足立区 平成 20 年度から実施している「足立区こころといのちの相談支援事業」（注）に

ついて、毎年度、総合評価及び施策ごとに評価を行い、その評価結果に基づき、翌

年度に取り組むべき施策の方向性を決定し、その方向性に基づいて各施策を実施し

ている。 
（注）平成 20 年 10 月、東京都の委託事業として開始された「足立区こころといのちの相談支援

事業」は、平成 21 年度で終了し、その後は、内閣府の地域自殺対策緊急強化基金を活用し

て事業を継続している。事業内容は大別してⅰ）当事者支援、ⅱ）ネットワークの構築、ⅲ）

人材育成及びⅳ）区民への啓発・周知の４つの施策となっている。 

足立区こころといのちの相談支援事業に関する評価結果の概要は、以下のとおり

であり、これらの施策の見直しの結果、自殺の危険性が高い者の相談が多いハロー

ワーク会場での相談会を重点的に実施するなどの取組を行っている。 

 

表 足立区こころといのちの相談支援事業に関する評価結果の概要 

施策の

区分等
平成 22 年度の評価結果・課題 平成 23 年度の主な施策の方向性 

当 事 者

支援 

総合相談会では、ハローワーク会場に

は、他の会場に比べて、よりリスクの高

い人が相談意欲を持って来ている。 

ただし、同じ曜日限定では、出会う人

に限りがあるため、集中的に、月曜日か

ら金曜日まで連続して実施する必要が

ある。 

○ 自殺者数の多い年齢層（40 歳代～50

歳代の男性（全体の 29％））の自殺者

の減少をねらいとした取組を重点的

に実施 

→ 総合相談会の実施 

○ 自殺者数の多い年齢層（30 歳代男女

（全体の 19％））の自殺者の減少をね

らいとした取組を重点的に実施 

→ 総合相談会、専門相談の実施 

ネ ッ ト

ワ ー ク

の構築 

複数の課題を持っている当事者へ連

携した支援が始まってはいるものの、最

後まで支援ができたかどうか把握でき

ない。保健師がかかわったケース以外は

最終結果がつかめていない。ゲートキー

パー研修を受け、連携への動機づけがさ

れても、結果がつかめないままでは達成

感がなく、連携しようという意欲が下が

る可能性がある。成功事例が共有できる

手法を検討し、結果確認までのトータル

ケア目指し、ネットワークを継続して強

化していく。 

○ 個別支援を通して、担当者の顔と顔

が見える連携を進め、ネットワークを

強化する。それぞれの関係機関が必要

に応じ一歩踏み込んだ対応を行うよ

うにし、次の機関につなげていくこと

で、当事者支援を確実に行っていく。

○ 自殺者数の多い年齢層（高齢者（全

体の 23％））の自殺者の減少をねらい

とした取組を重点的に実施 

→ 医師会、歯科医師会、薬剤師会と

の連携を推進。町会、自治会での

孤立予防対策を検討。 

人 材 育

成 

リスクの高い人に接している窓口や

関係機関・団体に参加を呼びかけ、研修

を多く実施できたが、区民や関係者か

ら、より参加しやすい夜間の開催希望が

ある。 

○ リスクの高い人に接する可能性の

ある職種・団体に、「気づく」ための

研修をさらに行っていく。 

区 民 へ

の 啓

発・周知 

区が「生きる支援」として、自殺対策

に取り組んでいることを区民や他自治

体にアピールできた。チラシ、リーフレ

ット、ポスター、ＤＶＤ、広報誌、広報

番組、ＣＭなど多方面から啓発を行っ

た。３月の強化月間に向けた啓発の準備

○ 一次予防の視点で、思春期世代への

啓発を行う。 

○ 自殺者数の多い年齢層（30 歳代男女

（全体の 19％））の自殺者の減少をね

らいとした取組を重点的に実施 

→ 若年層健診での不眠チェックと
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を行ったが、地震の影響もあり、十分に

はできなかった。 

その方法の評価、リーフレット（「眠

れていますか」）の配布 

事 業 全

体 

「広報誌」→「相談会」→「個別支援」

→「解決」という事例が散見されるよう

になった。「当事者支援、ネットワーク、

人材育成、啓発」の４本柱で取り組んで

きた。 

これらの事業を継続しながら、より一

層の啓発とリスクの高い当事者を確実

に支援できるよう連携の強化をしてい

く。 

 

また、同区では、平成 22 年度の評価結果・課題のうち、「ネットワークの構築」

において、「複数の課題を持っている当事者へ連携した支援が始まってはいるもの

の、最後まで支援ができたかどうか把握できない」としているが、そのような事態

の解消を図り、連携の成功事例を積み上げていくため、区の各種相談窓口を訪れた

相談者で、複数の窓口での対応が必要と判断した者について、連携部署の足跡及び

終結の状況等の情報について、かかわった各部署にフィードバックして情報を共有

する仕組みを整備することとしている。 

同区における自殺者数は、平成21年の180人から23年には145人（21年比80.6％）

と減少している。 

宇都宮市 自殺に至る背景には、ストレスの増加やうつ病などのこころの健康問題が存在す

ると言われていることから、こころの健康状態や自殺に関する意識の格差等を把握

することにより、効果的な自殺予防・こころの健康づくり対策を進めるため、平成

19 年に「宇都宮市こころの健康づくり意識調査」を実施している。 

当該調査の結果、40 歳代の男性において、心の健康に不安を感じている人の割合

が高いことが判明し、また、自殺に関する各種調査研究の結果を見ても、中高年男

性の自殺死亡率は他の年代と比較して高い上、うつ病が自殺の大きな要因とされて

いることから、平成 20 年度から、市内に居住する満 50 歳の男性を対象に、メンタ

ルヘルスチェック票（以下「チェック票」という。）を使用した「うつスクリーニ

ング事業」を実施している。 

「うつスクリーニング事業」とは、生活習慣、健康状態及び心の状態等に関する

質問から構成されたチェック票を対象者に送付するものであり、チェック票に回答

した者に対しては、回答内容に応じた心身の健康状態及び結果に応じたアドバイス

が記載された個人結果表が送付される仕組みになっている。 

また、事業の開始年度である平成 20 年度については、個人結果票とともに市の

各種相談窓口のパンフレットが送付されるのみであったが、21 年度からは、これに

加え、職場の悩み、健康問題、家庭問題、メンタルの悩みなど幅広い問題に 24 時

間体制で対応する「なんでも相談サービス」の電話番号が掲載されたチラシを送付

し、電話相談とともに、希望者については面接によるカウンセリングを受けること

ができるようにしている。 

さらに、22 年度からは、個人結果票の送付時だけでなく、チェック票の送付時に

も「なんでも相談サービス」のチラシを同封した上、対象者の家族からの電話相談

も受けるようにするなど、相談の対象者を拡大している。 

平成 20～22 年度の事業実績は以下のとおりであり、各年度とも対象者は 3,000

人程度となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

-76-



表 「うつスクリーニング事業」の事業実績 

 平成 20 年度 21 年度 22 年度 

実施対象 市内に住民票を有し、当該年度中に満 50 歳を迎える男性 

対象者数 3,205 人 3,215 人 3,060 人 

回答者数 1,212 人(37.8%) 1,208 人(37.6%) 940 人(30.7%) 

相

談

対

応

電話 

相談 
未実施 

（相談窓口一覧を送付）

21 年 11 月 10 日 

～22 年１月９日

①22 年９月 10 日 

 ～９月 30 日

②22 年 11 月 15 日 

 ～12 月 31 日

相談件数：12 件 相談件数：82 件 

面接 

相談 

21 年 12 月 10 日(木) 

22 年１月９日(土) 

22 年 12 月 18 日(土) 

23 年１月 15 日(土) 

 相談人数：７名 相談人数：７名 

 （注）当省の調査結果による。 

 

同市では、当該事業を実施することによる成果としては、ⅰ）自殺死亡率の高い

中高年男性に対し、自分自身の心の健康状態や、ストレスに対処する「気づき」の

きっかけを与える、ⅱ）個人結果票と合わせて各種相談窓口の案内を送付すること

で、相談窓口を必要としている者に対して、その存在を直接周知することができる、

ⅲ）マスコミ等で報道されることで、自殺予防対策に対する区民の意識啓発ができ

ることなどが挙げられるとしている。 

同市における自殺者数は、平成19年の118人から22年には105人（19年比89.0％）

と減少している。 

札幌市 国の自殺総合対策大綱において、「自殺の実態解明を進め、その成果に基づき施

策を展開する」とされたことを受け、平成 20 年に市民アンケート（自殺の意識調

査（注））を実施するとともに、北海道警察本部から 19 年中の自殺統計に基づくデ

ータの提供を受け、自殺の要因の分析を行い、21 年５月に「札幌市における自殺の

概要」を取りまとめている。 
（注）市民アンケートの調査対象は 20 歳以上の男女１万人（無作為抽出。回収 4,470 人：うち

男性 1,748 人、女性 2,709 人、性別不明 13 人。年代別では 20 歳代 10％、30 歳代 16％、40
歳代 18％、50 歳代 22％、60 歳代 20％、70 歳以上 13％。）。 
 

同市では、同市の自殺の特徴について、表１のとおり、①20 代から 50 代の男

性は多重債務や雇用問題などの経済・生活問題、②20 代から 50 代の女性は精神

疾患を中心とした健康問題、③60 歳以上の人は性別を問わず身体疾患を中心とし

た健康問題が、自殺の原因・動機の中心となっていると分析している。 
 

表１ 札幌市における自殺の特徴 

      性別 

年代 
男  性 女  性 

未成年者 

※20 代の学生含む 

主な職業：学生・生徒等 

主な原因・動機：学校問題 

20～30 代 主な職業：無職（自己都合による）

主な原因・動機：経済・生活問題

（多重債務問題）

主な職業：無職（主婦を含む） 

主な原因・動機：健康問題 

（うつ病を中心とした精神疾患）

40～50 代 主な職業：無職 

（事業所都合による） 

主な原因・動機：経済・生活問題

（多重債務問題）

60 歳以上 主な職業：無職 

主な原因・動機：健康問題（身体疾患） 

（注）札幌市の資料による。 
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 また、同市では、自殺対策基本法、自殺総合対策大綱等に基づき、平成 22 年３

月に「札幌市自殺総合対策行動計画」を策定しており、同計画では、27 項目の基本

施策、その下に延べ 93 項目の具体的取組が掲げられているほか、前述の自殺の現

状の分析結果に基づき、「経済問題を抱える中年男性に対する取組」、「健康問題（精

神疾患）を抱える女性に対する取組」、「健康問題（身体疾患）を抱える高齢者に対

する取組」を重点取組項目として掲げている。 

これらの重点取組項目に関する取組状況をみると、表２のとおり、中高年、女性

及び高齢者それぞれをターゲットとしたパンフレットを作成、配布しているほか、

ターゲット別の人材養成研修の実施、経済問題に対する取組の一環として、自殺予

防総合相談会（弁護士会、ハローワーク等によるワンストップ相談会）などを開催

している。 

 

表２ 自殺の現状分析に基づく重点取組項目と取組状況等 

重点取組項目 主な具体的取組（計画） 22 年度における主な取組状況 

経済問題を抱

える中年男性

に対する取組 

 

・中高年男性向けに自殺予防の普及

啓発の実施 

・多重債務相談等を踏まえた自殺総

合相談会等の実施 

・失業者に対する相談支援の実施 

・相談先一覧、相談窓口カードの配 

布 

・社会的要因に関する相談員への研

修の実施 

・中高年男性向けの自殺予防パン

フレット作成 

・自殺予防総合相談会（弁護士会、

司法書士会、ハローワーク等に

よるワンストップ相談会） 

・自殺予防人材養成研修（「中高

年男性の自殺を考える」：産業カ

ウンセラー、産業保健師等対象）

健康問題（精

神疾患）を抱

える女性に対

する取組 

・心の健康、アルコール、薬物依存

に関する相談の実施 

・うつや心の健康問題に関する世代

別のパンフレット等の作成配布 

・かかりつけ医うつ病対応力向上研

修の実施 

・女性のための各種相談の実施 

・相談先一覧、相談窓口カードの配 

 布 

・心の健康相談（アルコール、薬

物依存含む）の実施 

・女性のうつに関する自殺予防パ

ンフレット作成 

・かかりつけ医うつ病対応力向上

研修の実施 

・女性のための総合相談窓口、法

律相談、仕事の悩み相談 

健康問題（身

体疾患）を抱

える高齢者に

対する取組 

・特定高齢者把握のための生活機能

チェックリストの実施 

・心の健康、アルコール、薬物依存

に関する相談の実施 

・地域福祉に従事するスタッフ、民

生委員・児童委員等への研修の実

施 

・相談先一覧、相談窓口カードの配 

 布 

・特定高齢者（介護予防が必要な

対象者）把握のための生活機能

チェックリスト（暮らしの様子、

心の状態等）の実施 

・心の健康相談（アルコール、薬

物依存含む）の実施 

・自殺予防人材養成研修（「高齢

者のうつ」：老人保健・介護関係

者等対象）（「自殺対策・うつ病、

相談対応」：民生委員等対象） 

・高齢者のうつに関する自殺予防

パンフレット作成 

 （注）当省の調査結果による。 

  

 同市における自殺者数は、平成21年の484人から23年には449人（21年比92.8％）

と減少している。 

（注）当省の調査結果による。 
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表２－⑬ 内閣府における地方公共団体の取組事例に関する情報提供等の実施状況 

内閣府では、自殺予防対策に係る地方公共団体、民間団体等における取組状況等について、以下の

とおり、把握及び情報提供を行っている。 

① 地方公共団体が基金を活用して実施した自殺予防対策に関する事業の計画、実績、実施内容等に

関する情報を「地域自殺対策緊急強化基金事例集」として取りまとめ、平成 22年７月に開催された

全国自殺対策主管課長等会議において都道府県及び政令指定都市に配布し、ホームページに掲載し

ている。 

② 毎年作成している「自殺対策白書」において、地方公共団体や民間団体等における取組状況を紹

介しているほか、平成 21年３月、19年版及び 20年版の「自殺対策白書」に掲載した取組状況等を

取りまとめた冊子「自殺対策の取組事例」を作成し、平成 21年３月に都道府県及び政令指定都市に

配布し、当該地方公共団体管内の市町村、保健所等への配布を依頼するとともに、ホームページに

掲載している。なお、同冊子については、平成 21年度以降は作成していない。 

③ 平成 19年度から毎年度、厚生労働省及び独立行政法人国立精神・神経医療研究センター自殺予防

総合対策センターと共同で、「都道府県・政令指定市における自殺対策および自死遺族支援の取組状

況に関する調査」を実施し、都道府県及び政令指定都市における自殺予防対策に係る推進体制、自

殺対策連絡協議会の設置状況、自殺予防対策に係る取組の状況等の調査結果を取りまとめている。 

  当該調査結果については、会議等の場において都道府県及び政令指定都市に配布し、独立行政法

人国立精神・神経医療研究センター自殺予防総合対策センターのホームページにも掲載されている。 

 

なお、内閣府では、すべての市区町村に対して情報提供を行うことやその状況を把握することにつ

いては、その数が多く困難であるとして、これらの地方公共団体における取組事例等について、都道

府県から市区町村に提供されているか否かについては把握していない。 

（注）当省の調査結果による。 
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表２－⑭ 自殺予防対策の取組事例等の情報が、内閣府等のホームページに掲載されていることに関

する市町の認識等の状況 

認識等しているもの 認識等していないもの 計 

３市町（33.3％） ６市町（66.7％） ９市町（100.0％） 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 本表は、「地域自殺対策緊急強化基金事例集」、「自殺対策の取組事例」及び「都道府県・

政令指定都市における自殺対策および自死遺族支援の取組状況に関する調査」が内閣府等の

ホームページに掲載されていることを認識している又はこれらの情報提供を受けた市町数を

表す。 

 

認識等していない主な例 

○ 「都道府県・政令指定都市における自殺対策および自死遺族支援の取組状況に関する調査」

の結果については、都道府県等からその情報が伝達されておらず、独立行政法人国立精神・神

経医療研究センター自殺予防総合対策センターのホームページに掲載されていることも認識し

ていない。 

○ 「自殺対策の取組事例」について、都道府県等から情報提供を受けたことはなく、内閣府の

ホームページに掲載されていることも認識していない。 

（注） 当省の調査結果による。 
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表２－⑮－ⅰ 内閣府から提供される取組事例等の情報が業務の参考となっているとする意見等 

意見等の内容 

○ 「地域自殺対策緊急強化基金事例集」については、色々な取り組みが掲載されており、事業の企

画立案等に大変役立つものと考えている。基金については、実施期間は実質２年の状況であったた

め、急いで事業化した側面もあり十分には活用できなかったが、今後の対策を考える上で参考にし

たい。 

○ 自殺対策をこれから始める地方公共団体にとって、「自殺対策の取組事例」などの他の地方公共団

体の情報は大変有効と思われる。 

○ 「自殺対策の取組事例」及び「地域自殺対策緊急強化基金事例集」については業務の参考にして

おり、事例集に掲載された取組を行っている地方自治体に問い合わせをしたり、資料をもらったり

することもある。 

○ 「地域自殺対策緊急強化基金事例集」については、基金の活用について検討した際、当該事例集

に事業の実施主体別に事業の概要が紹介されていたことから、分かりやすく、参考になった。 

（他同様の意見４件） 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

表２－⑮－ⅱ 情報提供の方法や内容等を工夫してほしいとする意見等 

意見等の内容 

○ 「自殺対策の取組事例」について、事例集として紹介があるのは良いが、エビデンスについては

触れられていない。国が実施している研修等でもエビデンスの重要性についてはよく言われている

ので、エビデンスのあるものも紹介してほしい。 

○ 自殺対策については、平成 19年度頃に始まってまだあまり年数を経ていないため、試行錯誤で行

っているのが実情である。そのため、内閣府は、事例集を作成する場合に、年度ごとに当該年度に

開始された取組のみを掲載するのではなく、当該年度以前に開始された取組でも効果的と思われる

ものも含めて掲載する（効果的な取組事例をストックしていく）ものとしてほしい。また、掲載に

当たっては、カテゴリー（例えば、人材育成、研修資材作成等）ごとに分けて載せてほしい。 

○ 「自殺対策の取組事例」については、多岐にわたった取組や、地域の実情に応じた取組の有効性

について全体的に把握することには役立ったが、事業の企画立案にはインターネットで検索できる

情報提供の方が役立つ印象がある。キーワード検索等で求める情報にすぐたどり着けるよう、イン

ターネットでの情報発信が有効と考える。 

○ 地域自殺対策緊急強化基金の事業内容について、きめ細かなアドバイスを適宜受けることができ

れば、もっと活用できるのではないかと考える。 

（他同様の意見８件） 

（注）当省の調査結果による。 
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表２－⑮－ⅲ 情報提供そのものを求める意見等 

意見等の内容 

○ 事例集について、県や市町村の取組など、幅広く情報を提供してもらいたい。 

○ 自殺予防対策事業の企画立案の参考としたいので、全国の市町村が実施している自殺予防対策の

事業、効果が上がっている事業等の情報を提供してほしい。 

○ 全国の政令指定都市・中核市などの区分ごとの、自殺予防対策会議の状況や基金の活用方法など

の各自治体の取組が分かる一覧表があれば参考にしたい。 

（他同様の意見７件） 

（注）当省の調査結果による。 
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